
消費者庁 

・告示第一・-号 

観光庁 

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の規定に基づき、標準旅行業約款(平成

十六年国土交通省告示第千五百九十三号)の一部を次のように改正し、平成二十六年七月一日から適

用する。 

平成二十六年四月二十一日 

消費者庁長官 阿南 久 

観光庁長官 久保 成人 

 

旅 行 業 約 款 

【原文は縦書】 

有限会社沖縄スカイ観光サービス 

募集型企画旅行契約の部 

 

第一章 総 則 

(適用範囲) 

第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)

は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習

によります。 

2 当社が法令に反せず、かっ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかか

わらず、その特約が優先します。 

(用語の定義) 

第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、

旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金

の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。 

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 

3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携する

クレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信

手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅

行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提

携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かっ当該募集型企画旅行

契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを

内容とする募集型企画旅行契約をいいます。 


























